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総括所見の意味と実践的課題

李 亮 書（Ph・D、成均館大学校人間科学部長／国連・子どもの権利委員会委員）

2 0 03 年1月28 日、国連・子 どもの権 利委 員会 が、 日本 の第2国政 府報告書 審査 を行 い、1月3 0 日に は、 日本 に対 する2 7項 目の勧 告 を盛 りこ

んだ 「総括 所見」 が採 択 され ま した。

3月7日、8 E】に開 かれ た 「子 ど もの権 利研究 フォーラ ム2 00 4」（子 どもの権 利条約 総合研 究所・ 子 ど もの人権 研究 会共催 ）では、国連・ 子

どもの権利委員会の委員で日本の報告書の「国別報告者」も務めた李亮害さん（韓国・ 成均館大学教授）が招 かれ、日本の第2国政府報告書

審査の概要 、総括所 見の重要 性 と実践 課題 につ いて、李 さんの お話 を うかが い、意見交換 をす る機 会 があ りま した。

李 さんのお話 を一部抜粋 して御報告 します。なお紙面 の都合上 、掛 吉所見の全文 は、h仲 ：〟hom epag e2．n i叫 ．co m／Ch旧r蜘 ts／re pon s／C rd cr仁∫0」a p2．htm

第2同政 府報告書 の全文 は、h叩 ：〟w w w ．m o fa ．g o．jp／m o faj／g a ik叫 d o／0 1 1 1／in d ex．htm 佗 ご参照 くだ さい。

総括所見の重要性 と意味

総括所見は、締約国との対話の過程で検討されたことをす

べてまとめたものではありません。第 9 4 2 会合の議事要録は

国連 の ウェ ブサ イ トか ら入 手 で きま す。 新 エ ンゼル プラ ン 、

教育改革、教育の目的 （教育基本法第 10 条や条約第 1 3 条の

違反で ある r心の ノー ト』が導 入 された こと、学 校の すべ て

の活動 に国歌斉唱・国旗掲揚が導入されたことも含む）、不

登校や引きこもり、他の現行法の見直 し、家庭の機能の強化、

子どものための予算配分、野心的な青少年育成施策大綱、国

会に法案が再提出される予定の人権委員会など、非常に重要

な政策 につ いて もか な り議 論 され ま した 。 委員 会 と して は 、

日本 で 暮 ら して い る すべ て の 子 ども の権 利 を どの よ うに進

め、支 えれ ばよ いか につ いて、 日本 が理 解 を深め て いただ い

たことを希 望 してい ます。

第2【司定期報告書の重要性は、委員会が日本の第 1回報告

書につ いて行 な った懸念 表 明 と勧告 が充 分 にフ ォロー ア ップ

されな か った とい う ところ にあ ります 。第 2 国定期 報 告書 に

対する総括所見には、第 1回総括所見ですでに勧告されてい

た分 野が数 多 く含 まれ てい ます。

日本の第 2 国定期報告書の重要性について簡単にまとめて

おきた いと思 い ます。 まず 、 日本 は解 釈宣 言 と留保 を まだ撤

回していません。さらに、女性差別撤廃委員会、社会権規約

委員会、人種差別撤廃委員会 といった他の国連委員会が行な

つてきた 勧告 の一 部 も、 日本 は無視 して きま した。 これ らの

条約は子どもたちの生活に直接の影響を及ぼすものです。少

年司法や教育改革とい った一部の分野では、日本はいっそ う

厳しい立 場 さえ とる よ うにな ってき ま した。最 後 に、子 ども

に対する伝統的な とらえ方は社会の態度だけではな く政府の

政策 や法 律 にも見 出す こ とがで きます 。子 ども たち はい まだ

に客 体 と して と らえ られて お り、権利 を保 有 した個人 とは見

なされていません。自分たちに影響を与えるすべての事柄に

つい て、意 思決定 過程 に参カロする機会 も与 え られ てい ません。

子どもた ち には 自分 自身の意 見 を持 つ力 はな く、 したが って

社会 が子 ども たち のた め に決定 しな けれ ばな らない と考 え ら
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れているのです。

ここで 2 つの 点 を申 し上 げ てお く こと が必要 で し ょう。 ひ

とつ は、 日本 は世 界最大 の O D A 拠 出国 だ とい うことで す。 2

点目 は、 日本 は別 の と ころ に住ん で いる人 た ちの ため には非

常に多 くの お金 を使 って いる の に、 日本で 暮 ら して い る子 ど

もたち のた め に資金 を配分 す る こと につ いて は非 常 に厳 しい

態度 をと って いる とい うこ とです 。そ れ ど ころか 、子 ども た

ちを対象としたサービスやプログラムのための資金の一部は

削減 さえ さ れて き ま した 。さ らに 、 18 歳未 満 の 子 ども を対

象と して配 分 されて いる 資金 につ い て、 デー タが存 在 して い

ません 。

ここで総 括所 見の 意味 を まとめ て おきた い と思 い ます。総

括所見は条約の原則の うち次の 2 つを強調 しています。子ど

もの表善の利益の原則と子どもの意見の尊重の原則です。ほ

とんどの社会で、子どもたちは未来の指導者ととらえ られて

いま す。 しか し、い わゆ る 「未来 の指 導者 」 は現在 で はな い

がしろにされがちなものです。言い換えれば、子どもたちは

現在 にお いて差 別さ れて い るので す 。 この ことは 、マ イ ノ リ

ティ・グループの子ども、障害のある子ども、女子などにか

ぎらず 、 18 歳末 満の すべ ての子 ど もに当 ては ま りま す。

長きに渡る一連の勧告全体を通 じて、委員会は 「権利基盤

型」アプローチに言及 しています。真の権利基盤型アプロー

チが可能になるのは、子どもたちが権利の保有者と してとら

えられた とき です 。この よ うな癖 念 に したが うた め には、 子

ども たち が 自分 たち に関 わ る事柄 に参加 で きる よ う奨 励 され

なければいけません し、その意見が尊重されなければいけま

せん。政策の立案および実施 （学校、地方および国の レベル

を含む）に子どもたちの意見が含まれるようになれば、子ど

もたちの意見が本当に尊重されており、子どもの最善の利益

が支持・ 促進 され てい ると胸 を張 れる よ うにな ります。

総括所見の実施のための提案

総括所見の実施について若干の提案を行ないたいと思いま

す。まず、総括所見は審査の議事要録とともに幅広く、かつ積

極的 に普及 されるべきです 。単に ウェブサイ トに載せ てお くだ

けでは充分ではありません。これらの文書は、さまざまな言葉

および形式に、そして子どもに優しい形で翻訳される必要があ

ります。 これ らの文書の積極 的普及 はどうすれば可能 で しょう

か。今回の フォーラムのよ うな活動 はよい出発点で す。

第 2 に、子どもに対する一般的態度を変える努力が行なわ

れな けれ ばい けません 。これは時 間の かか るプ ロセス であ り、

忍耐と献身がま路要です。政策や法律を変えることも必要です

が、それだけでは態度が変わるとはかぎりません。私は、子

ども の権 利 につ いて人 々 を教育 す る ことで 、も う少 し容易 に

態度 を変 え る こ とが で き る と考 え て い ま す 。 これ は貧 しい

人々 や 発展 途 上 国 にだ け当 て は まる 考 え方 で はあ りませ ん。

もっと発 展 した国 々 でも 同 じよ うに重要 なの です 。 また、 こ

れは西洋 諸 国だ けで はな く東洋 の 国々 にも 当て はま る考え 方

です。子 どもに権利を与えたら親孝行や年長者への敬いとい

つた私たちの価値が直接脅かされるという誤解は、正されな

ければいけません。子どもの最善の利益と子どもの意見の尊

重とい う2 つ の原 則 を弓垂調 す る必 要 があ ります 。 この 2 つの

原則は、長幼の序や年長者への敬いという苦からの伝統を支

える もの でもあ るか らです 。

第 3 に、子 どもの生活 に関わ っているすべての人々 （教職

員、 ソー シ ャル ワー カ ー 、保 健 に従 事す る 専門 家 、弁 護士 、

裁判官、警察、親、議員など）と子どもたちが、子どもの権

利条約について教育される必要があります。

第 4 に、子 どもた ち の問 至謹につ いて研 究 す るとき に 、また

子どもた ちの ため の新 しい政策 、 プロ グラム およ びサー ビス

を策定するときに、分野横断的なアプローチがとられなけれ

ばいけません。また、予防のためのプログラムやサービスも

発展 させ 、実施 して い くべ きです 。

第 5 に、調整のとれた監視システムが設置されなければい

けません。これは、総括所見の実施を監視するためだけでは

なく、すべての変化がどのような影響を及ぼすかを監視する

ためにも必要です。これに加えて、子どもたちのためのプロ

グラム やサ ー ビス にどの ぐらい資金 が配 分 されて いる かを監

視する ことも重 要で す。

最後に、日本に暮らすすべての子 どもの権利を促進・支持

しよ うと してい くさ いに 、子 どもた ち 、親、 子 ども ととも に

および子 どものために働いている専門家、市民社会、i改府と

の問で 強 力な パ ー トナ ー シ ップ を構 築 する必 要 が あ ります 。

子どもの搾取、児童虐待、性的搾取、人身取引の分野でも多

方面の協力が追求されなければいけません。

あ らため て、今 夜 この よ うな機会 にお招 き くだ さ った こと

にお礼を 申 し上 げた い と思 いま す。同 じよ うな伝統 、価値観 、

実践 およ び歴 史 を共 有 す る隣 の 国か らや って きた者 と して 、

子どもたちの生活を促進・保護するための努力に私たち全員

が参 カロしな けれ ばな らな いと、私 は強 く信 じるもの です。

あ りが と うござい ま した。（以上 ）

松山市 子 ども育成 条例制定 一愛媛県松山市－

染川 ま ど か （ハー トコール・えひめ〔チャイル ドライン〕会長）

松山市子ども育成条例は、2 0 0 3 年9 月 に市民検討案が市

院≡

から提出され、松山市議会 に上程されま した。9

権利条約 第73 号・2 004 年 4 月2 0 日号

月、 1 2 月 と松 山で は戦後 初め ての継 続審 議 とな りなが らも 、

2 0 0 4 年3 月議会では条例の是非は問われず、強引に修正案



で採決されま した。この市民検討会議は一般公募もな く、5

回の会 議 と 1 回 の シン ポジ ウム を経 た だけの も ので す 。 とて

も民意 が反映 され てい る とは言 えず 、議論 を尽 く した とも言

えません 。

そ して、 2 0 0 4 年 1月 に開催 され た 、条例 を 推進 し後 押 し

する松山市教育委員会主催のシンポジウムでは、講師の高崎

経済大学八木秀次助教授が、「今、子 どもの問題行動、非行

は目を覆 うばか りで これ らの責 任 は、大人 と りわけ親 にあ る。

子どもは意思決定も善悪の判断も出来ないのだから、大人が

厳しく倫理 観 や社会 の決 ま りご とを教 え込 む必 要が ある 。子

ども を蝕 む r子 ども の権利 』 な どは到底 受 け入 れ られる もの

ではな く、子 どもが わが まま勝 手 にな るば か りであ る。教 育

の本質 と は、強制 力 を伴 うもの で 、押 さえつ け てで も教 え込

むことで あ る。」 と述 べ ま した。 これで 、 日本 が 1 9 9 4 年 批

准した F子 ども の権利 条約 』 を公然 と否 定す る人 物 を招 く松

山市 教育 委 員会 が、子 どもの こ とな ど全 く考え てい ない こと

が明 白 とな りま した 。

この条例は、子育てという個人の思想・良心の 自由に行政

が踏 み込 み 、行政 が考 え る健全 な子 どもに はめ込 も うとす る

こと は 、明 らか に 憲法 1 9 条 に違 反 して い る こ と、 さ らに 、

教育基本法改正を提起 した2 0 0 3 年 3 月中央教育審議会答申

と酷似 して お り、改正の 先取 りで ある と指摘 され ている こと、

そして、今 後 この よ うな条例 が 他 自治体 に広 がる事 が危 憤 さ

れて います。

私たちは憲法・教育基本法のもと、人が人として大切にさ

れ、 自由 に意見 を述 べ尊 重 され 、自分 ら しく生 きて いけ る こ

とを求 めてい るの であ って、決 して 「戦争 が出来 る国 づ くり」

を求め ては い ません 。 自衛 隊 のイ ラ ク派兵 が行 われ てい る今

こそ、今 後松 山子 ども育成 条例 制 定 によ り出て くる施 策 に対

して監視 が必要 と考 えて います 。

平成15年度 第6回 かわさき子 ども集会 開催 J

＜ 準備期間のこと＞

平 成 1 0 年 に 「か わ さき子 ども 集会 」 が スタ ー トし、今 回

で6 回目の開催 とな りま した。

子 ども集 会 は子 どもが意 見 を発表 した り、子 ども 同士の 話

を聞 く場 で 、今 回 は 1 3 5 人の 子 どもが集 ま りま した 。

テ ーマ は 「T h e New Stage～考えよう色んな事～」で、

約3 0 人の子ども実行委員たちが試行錯誤 しながらも集会を

作り上 げま した。

今年 は準 備期 間が長 か った事 もあ り、 よ り多 くの ことを子

どもの手でやる事ができました。例えば、膨大な量の資料を

印刷 した り、それ らを折 った り。 また初 の試 み と して 岐阜県

多治見 市 との ビデオ レター 交換 や カンペ を用 意 した り、 フ リ

ートー クの 時に記録 をその 場で ス ク リー ン に映 し出 した り し

ました 。ま だまだ 改善 の余 地 はあ ります が、好 評 をい ただ く

ことがで き、嬉 しく思 って います 。

＜ 当 日のこと ＞

3 月2 1 日、溝の 口にあ る男女 共同参 画セ ンター の ホールで

子ども 集会 は 開 かれ ま した 。参 カロ団体 は 2 0 団 体 、子 ども は

13 5 人 出席 しま した 。内容 は 各区 の子 ど も会 議や 、中 学校 、

他様々な子どもの団体 による舞台・展示発表、当 日来た人

たち との フ リー トー クを 1 時 間、そ して 3 月2 6 日に提 出され

た市長さんへの提言書 （案）の説明が行われました。

参加 団体の発表はパ ソコンや ビデオを使 っての発表 が多

く、内容 も充 実 したモ ノで 、少 しは子 ど もの考 えて い るこ と

が大 人 に伝 わ ったので はない で しょうか 。

植 田 希 （かわさき子ども集会実行委員長）

フ リー トー クで は、そ の 日に決 めた 「学校 」 とい うテーマ

の基、 い じめの こ と、先生 の こと 、校則 の ことな どを話 して

いき ま した 。 どうい うイ ジメ があ るの か、 ど うや った らい じ

めは無 くな るの か、授 業 中 にタバ コを 吸 う先 生が いる 、子 ど

もの権利 につい て矢口らな い先生 が いるな ど、 た くさんの 意見

がで ま した。 そ れ は2 6 日 に渡 した 市 長さ ん への 提言 書 にも

反映されています。

市長さんへの提言 は子 ども 15 名によって提言書の提出と、

市長 とのセ ッシ ョンの 時間 を 1 時間 ほ どの いた だき貴 重 な体

験をさせ ても らいま した。

＜ ま とめ ＞

子ども集会を運営してきて、私達は色々な事を考え、学び

ました。

人 の意 見 に司 を傾 ける こと、物 事 を進め る難 しさ 、周 りを

見、皆 を信頼 し、頼る とい うこと。

今 回 私 達 が学 ん だ何 か しらの こ とは 、子 ども たち に も、

大人た ち にも、ず っと覚 えて いて欲 しい と思い ます。
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児童福祉法、児童虐待防止法の改正と

子どもの権利

各地での親による子ども虐待が報道されるなか、児童虐待Ⅰ坊

止法改正が4 月7 日に国会で成立 し、児童福祉法改正法もこの

国会中に成立の見込みです。初めにふたつの法律の関係を説明

します。戦後間もなく制定された児童福祉法には、戦災などで

親に養育されな くなった子ども（要保護児童）の施設入所など

を規定 していましたが、家庭内の親による虐待を想定した規定

は少なく、そのための児童福祉法改正の必要性が指摘されてい

ましたが、当初は政府（厚生省）が法律改正に消極的だったた

め、国会議員のイニシアティヴで虐待を中心にした児童虐待防止

法が4 年前 に成立 しま した。この時か ら虐待についてはJ言＼たつの

法律に跨 って規定される ことになって しま つたのです。そ して昨

年から国会議員有志と厚労省が各々改正の準備を進めて法案を国

会に提出し、防止法が一足先に改正されたのです。ここではふた

つの法律（防止法と福祉法案と表現します）において子どもの権利

がその ように前進 したか、を中心 に見てみ ま しょう。

防止法の 目的を定めた第 1条に「児童の人権の侵害である」

と明記されました。4 年前には与党の反対で実現しなかったの

ですから、大きな前進です。子どもの人権を明記 した法律とし

ては子ども買春ポルノ処罰法に次 ぐものです。

防止法では虐待の定義の拡張（D V 被害なども追加）や通告要

件の緩和、子どもの安全確保等についても改正 していますが、

ここでは虐待 被害の子 どもへのサ ポー トに関する改 正を見てみ

ます。

まず防止法の第 1条と第4 条（国や自治体の責務）に子どもの

自立支援の重要性が明記されました。

虐待やネグレク トの被害を受けた子どもが、心の傷を癒 しな

がら社会の 中で生きてい けるよ う自立 してい くには、長 期間に

わたる社会の援 助が不可欠 である ことはい うまでもな いことで

〓
】
●－

－
● ■ 監慧

平 湯 真 人（弁護士）

すが、実際にはさまざまな場面で援助不足が痛感されていまし

た。施設に保護された場合でも恩恵的福祉観から来る人的物的

条件の劣悪さや、これに起因する管理主義や体罰、また学力不

足などがあ りま したが、 さらに地域の学校の無理 解による不登

校などもあ りました。施設を出た後の就職先や住居も不安定で

した。

これに対して福祉法案では4 1条改正等で、施設を出た子 ど

もへの自立支援を施設の役割としたり、自立援助ホームの役割

を評価 しました。また防止法では 1 3 条の 2 が新設され、虐待

を受けた子どもの学校教育の改善や居住、進学、就職の支援の

必要性を強調 しま した。今後 は、これ らが具体的 な施策 と して

生かされるよ うな市民の取 り組みが求め られ てきます。

また子どもの 「親によって養育される権利」を実質化するた

めには、親や家族 に対する支援も大切です。防止法4 条には

「 保護者 に対する指導支援」が明記されました。最近の悲惨な

虐待 報道 に接 していると、親 に対 する憤 りが先行 して しまいが

ちですが、虐待が 日々の暮 らしの子育 ての中か ら発生 するもの

である ことを、見失 ってはな らな いで しょう。その意 味で育児

支援 だけでな く、虐待 を して しま った親への支援 も∠必要 です。

ふたつの法律の改正内容については、まだ多くの不足や問題

点が あ ります。福祉 に必 要なマ ンパ ワーの充実 について は、 ど

ちらにも盛 り込め ませんで した。 また福祉法案では、子 どもの

福祉の役割のかな りの部分を都道府県から市町村に移行 しよう

としていますが 、そ れに必要な市 町村 のマンパ ワーの確保 がと

もなっていないので、子どもが福祉を受ける権利の地域格差が、

今以上 に大 き くなる危険が 目に見 えています。

このほか防止法では、付則で、子どもの安全確保の法制度と親

権のあり方について、3 年以内に検討されることになりま した。

東京都小金井市における
「 子どもの権利条例」への動きと今後の展望

～「権利 よ り義務」を唱 える市長・策定委員…

た か ぎ 章 成 （法政大学大学院生／政治学専攻／小金井市在住）

現在 、東京都小金井市では、「（仮称）子 どもの権利条例

の制定作業が策定委貴会で進められています。ところ

子どもの権利条約 第7 3号・ 200 4年 4 月2 0 日号

ぱ）三
が、後に述べますように、この委員会の動きが、当初の方向

から外れ つ つあ るよ う に思わ れて な りませ ん。そ こで 、子 ど



もの権利条例の策定に至までの市民、市議会、行政部局の動

きを整理 し、権利条例制定に向けての展望を考えてみたいと

思 います 。

● 「子どもの権利条例」の制定を求める動き

小金井市議会において、「子どもの権利条例」 について議

5題にな った の は、 1 9 9 4 年 3 月 ま で湖 ります 。当 時高校 生 だ

つた筆者を請願代表者に して、 1 1 4 7 名の署名を添えた 、

「子 ど もの権 利 に 関す る条 約 に 関す る意 見 書 を国 に提 出 す る

ことを求める請願書」です。この請願書は、条約の早期承認

と関係する法律の整備、条約の名称を「児童」か ら「子ども」

に変え てほ しい 、 とす る内容 で 、同 年 6 月 に全会 一致 で 採択

され ま した 。

具体的な小金井市の政策と して、「子 どもの権利条例」の

理念 が盛 り込 まれ たの は、「の びゆ く こども プラ ン 小 金井 」

（小金井版エンゼルプラン）の策定によ ってで した。この プ

ランは、エンゼルプラン策定で市町村に求められた子育て支

援と健全育成という枠を越えて、基本方針の機軸に子 どもの

権利 を据え 、計画 づ く りでは子 ども 自身の 声を 反映 させ なが

ら作 り上 げ られ ま した 。そ の結 果 、2 0 0 1年 3 月 に提 出 され

たプランの中に、2 0 0 5 年度までに 「子どもの権利条例」の

制定を検 討す るこ とが盛 り込ま れま した。

また、同月には、市議会議員選挙が行われ、条例制定を公

約する政 党・候 補者が あ りま した 。

●「子どもの権利条例」策定への市議会の動き

「のびゆくこどもプラン 小金井」 と市議会議員選挙の結

果を受け、筆者は 「子どもの権利条例」を市民参画で検する

機関を求 める 陳情書 を提 出 しま した 。 この 陳情 書 は、子 ど も

自身を含めた検討機関の設置 とそのための予算を要求するも

ので、同年 9 月に全会一致で採択されま した。条例制定をス

トレー トに求 めるの で はな く、検 討機 関 を作 って欲 しい、 と

した の は、「条例 あ りき」 で はな く、 ゼロ か ら子 ど も 自身を

含めた 議論 を した い、 とい う意 図で す。

ところが、陳情が採択されたにも関わ らず、2 0 0 2 年度予

算には検討機関の設置経責は盛り込まれず、事実上、先送 り

にな りま した。また、市議会に対する陳情の処理結果の報告

も「平成 1 4 年 度 に、 市民 参 加 に よる （仮 称）「の び ゆ く こ

どもプラン 小金井」推進委員会の設置 に向けて、検討 して

おります 。」 と する 2 行足 らずの 回答 で した。 これ に対 して 、

市議会厚生文教委員会の質疑で漢人明子市議 （市民自治こが

ねい） が厳 しく批 判 し、福 祉保 健部 次長 は 「おわ び」 を した

上で、引 き続 き検討す る、 と しま した 。

筆者は、これ以上の先送 りをさせないため、 2 0 0 2 年9 月

に同 じ内 容の 再 陳情 を行 い ま した 。 この 再 陳情 は前 回同様 、

すんな り全会一致となると考えていたのですが、高木真人市

議（当時民主党、のちに除籍決議後離党）が子 どもの権利に

ついて批判的な見解を述べ、審議が遅れ、同年 1 2 月 に賛成

2 2 、反対 1 （高木市議のみ）で可決されました。

その結果、2 0 0 3 年度予算に策定委員会の経費が盛り込ま

れ、同年9 月に公募市民 3 名を含む 1 0 名の策定委貴会が発足

しま した 。

●策定委員会の動きと市民の運動－ 「権利より義務」論を

ど うす る か ？

「小金井市子 どもの権利条例策定委員会」は、発足以降、

ほぼ 1 カ月 に 1度 のペ ース で開催 され 、来年 8 月の答 申 を目指

してい ます 。現 在 は、市 民 アンケ ー トの作 成を 終え 、有識 者

による勉強会を夏に向け3 回開催する予定です。

策定委貴会は公開で行われているのですが、ある市民の方

が傍 聴 しよ う と して会 議室 の 扉を 開け た ところ 、会場 を間 違

えたと思 い 、扉 を閉 めて しま われ たそ うで す。策 定委 異 に高

齢の 方が多 く、別 の会 議で はな いか と疑 った ためで した 。

笑い話のような話なのですが、実際に策定委員会を傍聴 し

てみ る と、子 ども の権 利 につ いて話 し合 いを する場 で ある に

も関わ らず、 話 し合 い を して いる の は4 0 代以 上 の お となば

かりです。委員構成は、子ども関係団体 3 名、学校関係 2 名

（市立小中学校校長）、学識経験者2 名、市民公募枠3 名の計

1 0 名 となっています。市民公募枠も、全員が現職教員か教

職経験者で占め られています。公募枠には、 2 0 代の市民も

応募 したのですが、採用されませんでした。

この よ うな委 員構 成 は、先 の陳 情の 趣旨 に反 して いる と言

わざ るを得 ない ので すが 、話 し合 いの 内容 も どう して も 「権

利よ り義務」 とい う議論 に陥 りが ちで 、学識 委員 が食 い止め

て軌道修正を しているのが現状です。

また、「子どもの権利が尊重される社会環境の整備」のた

めに条例策定を諮問 したはずの稲葉孝彦市長（自民系）まで、

最近の市議会での発言では、義務論に力点を置 くように態度

を変化 さ せつ つ あ りま す。（これ は先の 高 木市 議 らを与党 に

引きつ ける政治 的意 図もあ るのだ ろ うか ？）

以上のような動きに危機感を覚えた筆者を含む市民有志が

集ま り、今 年3 月 に 「つ くろ う ！子 ど もの権 利条 例の 会」 を

立ち上 げ、神奈川県教員の名取弘文民を講師に招いて学習会

を行いました。今後は、策定委員への要望などを行う準備を

して お ります。

条例の制定準備は、ようやく端緒についたのですが、暗雲

が次々と立ち込めてきています。今後の小金井の動向を注視

し、 ご支 援賜 りま すよ う期待 いた します。
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児童の権利に関する条約批准10周年記念シンポジウム、開かれる

主催 ：外務省・ 国連児童基金（ユニセ フ）

2 0 04 年3 月2 9 日（月）10 ：0 0－ 1 6：3 0 於 ：国連大学（東京）

子どもの権利条約の批准 1 0 周年を記念 して、①子 どもの

権利条約の意義及び目的 ②家族 における子どもの権利 ③

学校 における子 どもの権利 ④ 社会 にお ける子どもの権利

以上 4 つの柱 で、パ ネル デ イスカ ツシ ョンが行 われ た。

十分な議論の時間がな く、4 つの柱を総括することもでき

虹≡芸≡

なか ったの で、 話 を深 める こ とは難 しか ったが 、第 2 国政 一行

報告書に対する総括所見で強調されている 「権利基盤型アプ

ロー チ」 を国 内で 具体 化 してい く必 要性 、特 に、虐 待や い じ

め、少年事件などへの早急な対応の必要性等については、改

めて強 く意 識させ られ る シンポ ジウムだ った。（内田）

子 ど もの権 利条 約 の 批 准 か ら10 年。 あ らた め て子 どもの権 利 条 約 を読 んで み

ませ ん か ？ この コー ナ ーで は毎 回条 文 をい くつ か取 り上 げ 、子 どもに読 んで も

ら うこ と を念 頭 に お い て わか りやす く解 説 して い き ます 。 も ち ろん 、 お とな の

方も ど うぞ ／

【 第7 条】名前・国籍を得る権利、親を知り養育される権利

あなたが生まれたとき、お母さんやお父さんが 「出生届」

を役 所 にだ したと思 う。これ によ って 、あ なたの名 前 や、親 、

生まれ た ところ など を匡トが認 めた こ とにな るん だ。 この こ と

を「出生登録」というんだけど、実 は世界で生まれた子ども

の4 割が出生登録されていない。出生登録されないとどうな

るかも うち ょっと考 えてみ よ う。

出生登 …録され ない と、 いつ ど こで誰 が、 誰の 子 と して 生 ま

れたの かわ か らな い よね 。そ うす る と、親 が どうや って 子 ど

もを育 てた らい いかの 情報 を得 た り、赤 ち やん が予 防接 種を

うけた りする ことがで きな くな る かも しれ ない 。ど こ にい く

つの子 ども がい るか がわ か らなけ れば 、学校 に行 く年 令 にな

つてもそ の お矢口らせ をす る ことが でき ない 。国 が 「ど こそ こ

に何 才 の子 ども がい る」 とい うの を矢口らな けれ ば、 その 子が

いな くな っても誰 もへ ん だな あ つて思 わな い よね。 そ うする

と誘 拐 され た り、売 られ た り、捨て られた りす る危 険性 が高

くな って しま うんだ 。

そ ん な こと がな いよ う に、第 7 条 で は生 まれ た子 ども がす

ぐに 出生登 録 され る 権利 につ いて 定 め てい る 。そ の とき に、

子ども は名前 を もつ こと がで きる。 親 がつ ける こと が多 いけ

ど、親 がいな い場 合 は国 がつ けな き やいけ ない 。当 た り前 だ

けど 自分 の名 前 って 自分 でつ け られ な いよ ね。 だか ら、名 前

をつ け る人 は、子 ども がそ の名 前で い じめ られ た り しな い よ

うに気 をつ けて ほ しい し、子 どもが お とな にな った とき にあ

んま り変 な名前 の とき は 、自分 の名前 を変更 で きる よ うな制

度も必 要 じやな いかな 。

生 まれ て、そ して今 を生 きている と、い ったい 自分 は何者な

のか、 つてみ んな気 にな ってきた りしない ？ この 話 しは次回

詳しくする けど、 自分 を矢口る辛 がか りの ひとつは親 が誰 か って

ことだ と思 うんだ。だか ら、子 ども はな るべ く親 を知 る ことが

できる し、その親 に育て られ る権利 を持 ってい る。

何者なのかと言えば、国籍も重要だね。それに国籍がないと

第73号 ・ 20 04 年 4 月2 0 日号

安 部 芳 絵 （子どもの参加ファシリテ一夕ー）

その匡Iはみんなの権利 を守 って くれな いかも しれない。けれ ど、

今の日本では外国人のお母さんと日本人のお父さんの問に生ま

れて、親が結婚 してない場合は、出産前にお父さんが「この子

は私 の子 どもです」 って認めな いと、生まれた とき に国籍 がも

らえないんだ。 また、仕事をす るために 日本 に来 て許可 された

期間を越えて滞在 している外匡I人の場 合、子 どもが生 まれたこ

とを届け出た ら日本にい られな いかも しれない。その ことを心

配して子どもの出生届がだせない場合もあって、国籍のない子

どもが実は日本にもいる。子どもに国籍がない場合、国はそん

な状 況をなんとか しな くち やいけないんだ。

【 第8 条 】アイデ ンテ ィテ ィの保全

自分 ってい ったい何 な んだ ろ う ？これが 自分だ ！つてもの

はなか な か言 いに くいん だ けど 、自分 を形作 ってい るひ とつ

ひとつ の要 素 ってあ る じやな い。例 え ば九州 生 まれで 今は神

奈川県 に住 んで いて 、 日本語 を し やべ り、宗 教 はと くに信 じ

ていな く って 、背 が高 くて顔 は丸 い 、納 豆 が食べれ な くって、

絵が好きで趣味は皿洗い、みたいな（これは私のことだけど）。

この よ うな 「自分を つ くる要素 、 自分 らしさ」 をア イデ ンテ

ィテ ィ つ て 呼 ぶ 。

国 は、わ た したち が国 籍や名 前 、そ れか ら親 やき ょうだ い

親戚な ど家 族関 係を 含む アイ デ ンテ ィテ ィを大切 に する こと

ができ る よう に しな くち やい けな い。 も しも法律 をや ぶ って

子ども の アイデ ンテ ィテ ィが ひき はが され よ うと した ら、 国

はと にか く早 く動 かな き や行 け ません よ 、 とい うの が 8 条 で

定め られ ている よ。 例え ば難 民の子 どもが親 とは ぐれ て しま

っている場合は、一刻も早くその子の家族を探さなきやいけ

ない。それから、アイヌ民族や琉球民族の人達が、彼 らの歴

史や文 化 、先住 民 と して のア イ デンテ ィテ ィを素 敵 だな と思

える ような工夫 も 国は考 えな き やい けない 。

また 、 日本人 の子 ど もが海 外 で生 まれ ると、 その 国と 日本

の二つ の 国籍 をもつ ことがで き るんだ け ど、その た めに は生



まれ てか ら3 ケ月以 内 に届 け出 をだ さ なき やいけ ない 。 この

3 ケ月 って 言 うの は実 は短 いん だ 。実 際 に どうい う問 題 が起

きて いるか とい う と、 フィ リピ ン人 の お母 さん と 日本 人の お

父さんの間に生まれた子どもたちが手続きできずに日本国籍

をも らえな い、 とい うの があ る。子 ど もは生 まれ る 国を選 べ

ないん だか ら、期 間を 延長 した り、 日本 国籍 を望 ん だ場合 は

とれる よう にする必要 があ るね 。

7 条とも関係するけれど、養子の場合、実の親の情報も知

るこ とがで きる 。自分 のル ー ツ つて どん な ものな ん だろ う ？

とい うの は矢口りた い とき にで きるだ け情 報 があ った方 が いい

よね。 どんな 親か ら生 まれ 、 どのよ うな いき さつ で養 子 にな

つたの かな どを本 人が 望め ばわ か るよ うに 、そ して望 まな い

場合は自分以外の誰かがみた りできないように工夫する必要

があ る。 日本 国 内 だ けで はな くて国 際 養子 縁 組 とい われ る 、

子どもが 5毎外へ 渡 る場合 も同 じ。

人工授 精 って 聞い た ことあ るか な ？い ろんな理 由 で精子 を

提供 しても らった り、代 理母 に子 ど もを産 んで も らった りす

るこ とが あ る けれ ど 、そ の場 合 は ど うだ ろ う ？ 人 工授 精 の

場合 に親やその子 どものルーツを知らせることについて、世

界でもまだ話 し合いが続けられている。ぜひ、みんなの意見

も聞かせて欲 しいな。

最 後 に、「拉 致 」 とい う言 葉 は最 近 と ても 耳 にす る よ うに

なったね。拉致された子どもが家族の元に戻るために、匡lは

すばや く動 かな けれ ばい けない って ことも大事 。（了 ）

子どもの権利条約 フォーラム IN いばらき

準備 委兵舎 の立 ち上 げに、子 ども参加（ トークチャンプル）

の イベ ン トで実施 したのは初 めての試 み

笠井 広 子 （子どもの権利条約フォづ ム2 0 0 4 i仙 、ぱらき準備実行委員会メンバー）

準備委 員会 とい うの だ ろ うか。私 たち が動 き出 した のが ま

ず「実行委 員会 に どう した ら子 どもの参画 が できる んだ ろ う」

だった 。情 幸削まな ぜ か、 ど う してだ か私 たち 「お とな」 が も

つてい る。 ど う した ら、当 た り前 に、 ご く当 た り前 に子 ども

たちに 「子 どもの 権利 条約 フ ォー ラム」 って あ ってね 、そ の

実行委員をこれか ら呼びかけるんだよ ！つて情報を流せばい

いん だ ろ うか。そ こが 問題 だ った。子 どもの参 画 を どう した

ら出来 るん だろ うか。 聞 くっき やな い。 実際 実行 委員 会 に関

わった子 ど もたち に聴 くしかな い よね。去 年 の暮 れ、 関東 圏

に住ん でい て、今 まで の 「子 どもの 権利 条約 フ ォー ラム」 実

行委 員会 に参カロした子 どもた ち に会 い ま くった。

「あ な た は、 ど う して実 行委 異 会 に参 加 した の ？」「あ な

たは、実行委員会の情報をどこか ら聞いたの」「で、参加 し

てど うだ った 」「ま た 、参 加 して くれ る ？ しよ うと 思 う ？」

それ で聞 きま くった子 どもた ちの声 は ・

・情 報 を出す こ と自体 はお とな の発 信で もい い と思 う。僕 た

ちはそれ をち やん と選択 す る。 だ けどそ の情報 の 中 に、な ん

かわかんないけど僕たちが、言葉 にできない思いとか、ちか

らを 「キ モチ をカ タチ」 に出来 る場 なんだ 。 つて誘 って くれ

ればそれがいい。

・ 本当 に願 うの は、子 ども を消耗 しない こ とと、言 葉 だけ に

は終 わ らせな いで つて こ となん だ。 そ して、 フ ォー ラ ムに参

加しに来 る子 どもたち やお となたち と共感 、同感 じ やない よ。

共感できて、そのなかで人でも、行動でも、経験でも、新 しい

世界や、価値雀引こ出違える って ことをみ たい し、 した いよね。

・ おとな が本 音を 出せ れば いい と思 う。本 音 で子 ども と関わ

つて ほ しい な。な んか 、子 どもが お客さん は意 味ない ね。

・ お とな が誘 うの は仕 方が ない 。情事馴まおとな のほ うが確 か

に抱えているから。だけど、おとなに誘われて、「そんなの

行くか よ ！」 ってい う子 ど もた ち が来 て欲 しい。 それ には 、

同世代の呼びかけはやっば大きいと思うよ。

とい う子 どもた ち との 話 し合 いの中 か ら、準備 委異 会立 ち

上げの プ レフォー ラム に子 ども参 カロが 自然 にあ つた わけ。 こ

れか ら、 ど うなる か ？規 模 は ？どんな 方々 に呼 びか けるの ？

とか様 々な 質 問 を受 け る。 が 、「そ んな こと は判 らな い」方

向性 がな い と不 安 を感 じられ る かも矢口れな いが 、始 ま って以

来の少人数参加かも知れないし、分科会も年々増えているが

それ もや って みな け りや判 らな い。判 って いる のは、 お とな

たち が、本 音 で本当 に子 ど も観の 共通 理角牢をも って、 日々 の

実行委異会の中でも、子どもの権利条約が実現できているか、

日常 の生活 の 中で 、子 どもた ち と確認 を取 りな が ら 「キモ チ

をカ タチ」 に して い くことだ け。

子 どもの 権利 条約 フォー ラム を開催 し終 わるの でな く、 そ

こで 開催 し関 わる こど も、お とな が、子 どもの権 利条 約を ち

やん とち やん と実現 で きて いる か、あ らた めて振 り返 る機会

にも した い よね 。 1 9 9 4 年 に条 約 を批 准 して 1 0 年 、大 き な

事だ け でな く、そ れ ぞれ が 自分 の 中で 検証 したい よね 、「私

は、日々の 中で子 どもの権 利条 約を ど こまで実現 してき たか」

つてね。5 月9 日第一回実行委員会が行われる。できれば毎

回、子 どもの権 利条 約 を しっか り研修 してか ら、実行 委員会

を始めたい。

子どもの権利集約 第7 3号・ 2004 年 4 月20 日号

』
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子 どもの権利条 約 ネ ッ トワー クイベ ン ト

忘れて手せんか ？子どもの権利条約

◇ どう思 う ？◇ ◆知 ってる ？◆ ◇覚えてる ？◇

忘れ てませんか ？ 子 どもの権利条約
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○：今年で批准 1 0 年 目だって（＜0＜）

●：ナ ニが ？

○：子どもの権利条約だよ☆

●：マ ジデ ？ 知 らな か った ！（＞＿＜ ）

ち ょっと考 えてみ よ ♪

とい うわけで 、子 どもの権 利条 約ネ ッ トワー クが毎 年5 月 の総会 の 日に行 ってい る、 1 8 歳以下 の子 どもの企 画 による

イベン トの今年の主題は、ズバ ッと 「子 どもの権利条約」そのものです 〃

イベ ン ト案 内一一

昨年の模様一一

h t t p ：／／W W W 6 ．o c n ．n e ．j p ／‾n c 「 c ／ e v e ● 2 0 0 4 ＿ m a y ．h t m

h t t p ：／／ w w w 6 ．o c n ．n e ．j p ／‾n c 「 c ／ e v e ＿ 2 0 0 3 ＿ m a y ．h t m

■日 時 ■

2 0 0 4 年5 月5 日（水）午後 1時半～午後5 時 （受付開始 午後 1時）

■会 場 ■

独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター

センター棟5 0 1号室 （小 田急線 「参宮橋駅」徒歩7 分、千代田線

「代々木公園駅」徒歩 10 分）

h tt p：／／W W W ．n y C ．g O ．jp／0 U t‖n e／b 5 ．h tm l

■参加費 （資料・会場費）■

【一般】 おとな 10 0 0 円 子ども 5 0 0 円

【 会員】 おとな 8 0 0 円

＊受付時に入会されれば、

学生・子ども 無料

会員料金で O K です

■主催・お申し込み・お問い合わせ t

子どもの 権利条 約 ネ ッ トワー ク （C R C ネ ッ ト）

〒10 6 －0 0 3 2 東京都港区六本木4 －7 －14 みなとN P O ハウス4 F

T E L ＆ FA X ：0 3 －3 7 4 6 －0 7 4 4

（ 事務所開所日 ：火・金 12 ：0 0 ～ 17 ：0 0 ）

E －M a il ：n C「C ＠a b e a m ．o c n ．n e ．jp

U R L ：http ：／／w w w 6 ．o c n ．ne ．jp／‾nc「c／

※留守の時は留守電・ FA X ・メールをご利用ください。

線合的研究誌「子 ども の 権 利 研 究 」

子どもの権利総合研究所編 （日本評論社・販売協力）定価 2 0 0 0 円

■ユ ニセフ ：子どもが市長引こなるとき－－ 「子 どもに優 しい都 市」イニ シアチブ

■韓国 ：富川市の子 どもの権利 条例づ くり

■日本 ：連 携・ 協働による まちづ くり シ ンポジウム （埼玉県 市川市 小杉 町）

居場所 と参加 （鶴 ヶ島市 杉並 区 滋賀県 ）行動計画・組 織 （川崎市 西東京市 福岡 市）

広報・ 普及と教育・学習 （大 阪府 川崎市 多治見市 ）オンブスパ ーソン （神奈川県 川西市 埼玉県）

児童虐待 防止ネ ッ トワー ク（摂津市 沼津市 三 席市）子 ども条例づ くり（高知県 相模 原市 多治見市 ）

子 ども条 例づ くり（高知県 相模原市 多治 見市）

■論説 ○子 どもの権利 を］定え直すこと

■自由研究 ○憲法制定過程 と子 ども ○国際 人権法にお ける民 営化論 と子 ども

口

郵便 振込み 申込 で直接 申 し込 まれ るか、下記事務 局へ お問い合 わせ下 さい。

郵便振替00 150－3－164280 口座名称 子 どもの権利集約総合研究所

研究所事務所 ：〒1 5 2 －0 0 3 4 棄京都目黒区緑 が丘2 －6 －1 喜 多明人宛

研究所分室（水曜日10 ：00－16 ：00）T E L・ FA X O 3 －5 2 8 6 －3 5 9 5 E－M a il：C「C 2 1＠lyc o s．jp

』
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★発 行 （隔月刊）

子どもの権利条約ネ ットワーク

N e tw o「k for th（∋C o nve ntio n  o n  t h e

R ig h ts o f th e C h i旧

〒106・00 32 東京都…壱区六本木4 －7 －14
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T E L ＆ F A X  O 3 － 3 7 4 6 － 0 7 4 4

（ 事務所受付時間／火・ 金 1 2 ：0 0 ～ 17 ：0 0 ）

ホームページ
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E メール

★発行人

★編集人

★年会費

n c「C ＠a b e a m ．o c n ．n e ．jp

喜 多 明 人

内 田 塔 子

5 0 0 0 円 学生3 0 0 0 円

18 歳末満 10 0 0 円

定 期購 書売4 0 0 0 円
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